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平成 22 年度 茨城県原子力総合防災訓練実施要領

１ 訓練の目的

(1) 原子力災害時の防災業務関係者の対応能力の向上

(2) 防災関係機関の相互協力体制の強化

(3) 住民の原子力防災に関する知識の普及と意識の向上

２ 主催

茨城県，大洗町，鉾田市，水戸市，ひたちなか市，茨城町

３ 実施日時

平成 22 年 9 月 30 日（木） 午前 8 時 30 分から午後 1 時 40 分まで

４ 訓練対象事業所

(独) 日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター

高速実験炉「常陽」

５ 訓練対象区域

訓練対象事業所を中心とする別紙 1 の区域

６ 参加機関，参加人数

国 ： 内閣府，文部科学省，経済産業省 等

地方自治体 ： 茨城県，大洗町，鉾田市，水戸市，ひたちなか市，茨城町

指定公共機関等 ： （独）日本原子力研究開発機構 等

※ 約 80 機関，約 1,200 人 （別紙２のとおり）

７ 事故想定

高速実験炉「常陽」において，外部電源喪失により原子炉が自動停止し，その後，相次ぐ機器の

故障により原子炉の全ての冷却機能が喪失するとともに，廃ガス貯留に失敗し，最終的に放射性

物質が外部に放出されるに至る一連の事態を想定。



８ 訓練項目

(1) 緊急時通信連絡訓練

(2) 災害対策本部設置・運営訓練

(3) 茨城県原子力オフサイトセンター 運営訓練

(4) 緊急時モニタリング訓練

(5) 住民広報活動訓練

(6) 住民避難訓練，自家用車避難訓練

(7) 災害時要援護者避難訓練

(8) 緊急被ばく医療訓練

(9) 避難所設置・運営訓練

(10) 交通規制・警戒警備訓練

(11) 自衛隊災害派遣訓練

(12) 防災業務関係者防護対策訓練

(13) ナトリウム火災消火訓練

９ 訓練の重点項目

(1) オフサイトセンター 機能班及び県・市・町災害対策本部事務局との具体的な通信連絡により，

防護措置の決定過程における情報共有の進め方の検証

(2) 迅速かつ安全な住民避難としての自家用車避難の技術的検証

(3) 災害時要援護者に対する避難支援対策等の検証

(4) 避難所における避難住民に対する事故情報提供の検証

１０ 訓練の中止

県内に災害が発生し，または発生するおそれが生じ，その対策を要するときは訓練を中止する。



参考 主な訓練実施場所

区分 名称 所在地

緊急事態応急対策拠点施設 茨城県原子力オフサイトセンター ひたちなか市西十三奉行

茨城県原子力災害対策本部 茨城県庁 水戸市笠原町

大洗町災害対策本部 大洗町役場 東茨城郡大洗町磯浜町

鉾田市災害対策本部 鉾田市役所 鉾田市鉾田

水戸市災害対策本部 水戸市役所 水戸市中央

ひたちなか市災害対策本部 ひたちなか市役所 ひたちなか市東石川

茨城町災害対策本部 茨城町役場 東茨城郡茨城町小堤

独立行政法人日本原子力研究開発機構

大洗研究開発センター 災害対策本部

独立行政法人日本原子力研究開発

機構大洗研究開発センター
東茨城郡大洗町成田町

初期被ばく医療機関 医療法人渡辺会大洗海岸病院 東茨城郡大洗町大貫町

二次被ばく医療機関
独立行政法人国立病院機構水戸医

療センター
東茨城郡茨城町桜の郷

救護所，避難所（大洗町） 大洗町立南中学校 東茨城郡大洗町大貫町

救護所，避難所（鉾田市） 鉾田市旭スポー ツセンター 鉾田市田崎







別紙２ 参加機関

１ 国

(1) 内閣府

原子力安全委員会

(2) 総務省

消防庁特殊災害室

(3) 文部科学省

科学技術・学術政策局，茨城原子力安全管理事務所，水戸原子力事務所

(4) 経済産業省

原子力安全・保安院，東海・大洗原子力保安検査官事務所，関東経済産業局，

関東東北産業保安監督部

(5) 防衛省

陸上自衛隊施設学校，陸上自衛隊第一飛行隊

(6) 気象庁

水戸地方気象台

(7) 海上保安庁

茨城海上保安部

２ 茨城県

(1) 知事部局（関係各課）

(2) 企業局（関係各課）

(3) 茨城県議会

(4) 教育庁（関係各課）

(5) 茨城県警察本部（関係各課）

(6) 出先機関等

環境放射線監視センター ，水戸保健所，ひたちなか保健所，常陸大宮保健所，日立保健所，

鉾田保健所，水戸警察署，鉾田警察署

３ 市町村

(1) 大洗町

(2) 鉾田市

(3) 水戸市

(4) ひたちなか市

(5) 茨城町



４ 消防本部

(1) 大洗町消防本部

(2) 鹿行広域事務組合消防本部，鉾田市消防団，鉾田市消防団女性部

(3) ひたちなか市消防本部

５ 指定公共機関

(1) 東日本電信電話株式会社

(2) 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ茨城支店

(3) 日本赤十字社茨城県支部

(4) 独立行政法人日本原子力研究開発機構（原子力緊急時・支援研修センター ）

(5) 日本原子力発電株式会社

(6) 東京電力株式会社茨城支店

(7) 独立行政法人放射線医学総合研究所

(8) 独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター

６ 指定地方公共機関

(1) 社団法人茨城県医師会

(2) 社団法人茨城県看護協会

(3) 社団法人茨城県薬剤師会

７ 訓練対象事業所

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター

８ その他の原子力事業所

(1) 独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター 原子力科学研究所

(2) 独立行政法人日本原子力研究開発機構東海研究開発センター 核燃料サイクル工学研究所

(3) 独立行政法人日本原子力研究開発機構那珂核融合研究所

(4) 日本原子力発電株式会社東海第二発電所

(5) ニュー クリア・デベロップメント株式会社

(6) 国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻

(7) 原子燃料工業株式会社東海事業所

(8) 財団法人核物質管理センター 東海保障措置センター

(9) 三菱原子燃料株式会社

(10)日本核燃料開発株式会社

(11)株式会社ジェー ・シー ・オー 東海事業所



(12)住友金属鉱山株式会社エネルギー ・触媒・建材事業部技術センター

(13)日本照射サー ビス株式会社東海センター

(14)積水メディカル株式会社薬物動態研究所

(15)三菱マテリアル株式会社エネルギー 事業センター 那珂エネルギー 開発研究所

(16)東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー 材料科学国際研究センター

(17)日揮株式会社技術研究所

(18)独立行政法人放射線医学総合研究所放射線防護研究センター 那珂湊支所

(19)東海 NOAH 協定事務局

９ その他関係機関

(1) 医療法人渡辺会大洗海岸病院

(2) 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター

(3) 県立中央病院

(4) 県立こども病院

(5) 大洗町立南中学校

(6) 鉾田市旭北小学校

(7) 独立行政法人原子力安全基盤機構

(8) 財団法人原子力安全技術センター

(9) 社団法人茨城県放射線技師会





(2) 県災害対策本部員の招集

県は県地域防災計画（原子力災害対策計画編）に基づき災害対策本部員の招集を行う。

(3) 県から関係機関への通報・連絡

ア 県は関係機関へ災害発生についての通報・連絡を行う。

イ 県災害対策本部の決定事項等について関係機関に通報連絡を行う。

(4) オフサイトセンター から関係機関への連絡

合同対策協議会で共有された情報等について，オフサイトセンター からそれぞれの機関

に連絡する。

(5) 県ヘリコプター による画像伝送訓練

県警察本部ヘリコプター により住民避難状況等を県，オフサイトセンター 及び市町災害対

策本部へ伝送する。

(6) 訓練現場状況の映像・音声の伝送訓練

携帯電話網を活用した携帯型の撮影機を使い，避難所等における訓練中の映像及び音

声を県災害対策本部等へ伝送する。



２ 災害対策本部設置・運営訓練実施要領

１ 目的

茨城県及び関係市町において，災害対策本部を設置し，県，関係市町及び茨城県原子力オ

フサイトセンター 等の連携を図って，防護対策の検討及び原子力災害応急対策を実施する。

２ 訓練場所

(1) 茨城県庁（行政棟６階災害対策室）

(2) 大洗町，鉾田市，水戸市，ひたちなか市及び茨城町の各庁舎内

３ 参加機関

茨城県，大洗町，鉾田市，水戸市，ひたちなか市，茨城町，独立行政法人日本原子力研究開

発機構原子力緊急時支援・研修センター ，独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開

発センター ，茨城県警察本部，陸上自衛隊施設学校，海上保安庁茨城海上保安部

計 11 機関 約 160 名

４ 訓練内容

(1) 県災害対策本部設置運営訓練

ア 本部会議運営訓練

災害対策本部室において本部会議を開催し，各種応急対策の重要事項について協議

する。

なお，本部会議終了後に，速やかに記者発表訓練（図上）を行う。

第 1 回災害対策本部会議 9:00～ 9:15
・事故情報の共有

・自衛隊災害派遣要請

第 2 回災害対策本部会議 図上 ・防護対策区域案の情報共有

第 3 回災害対策本部会議 図上 ・住民避難計画案の情報共有

第 4 回災害対策本部会議 11:00～11:15 ・原子力緊急事態宣言

第 5 回災害対策本部会議 11:25～11:30 ・住民避難指示受

第 6 回災害対策本部会議 図上 ・住民避難状況の確認

第 7 回災害対策本部会議 13:15～13:30 ・原子力緊急事態解除



イ 各部及び本部事務局運営訓練

県災害対策本部事務局員が災害対策室へ参集し，茨城県原子力オフサイトセンター と連

携をとりながら，訓練想定を踏まえた各種応急対策を実施する。（参考資料 3 参照）

① 防護対策区域案の検討

OFC 県

TV 会議（防護対策案の検討開始指示受）

・防護対策区域案の検討開始 ・防護対策区域の検討開始

・SPEEDI 計算結果を県・市・町に配信連絡 ・OFC から，SPEEDI 計算結果の連絡受

・OFC 防護対策区域案の決定

・防護対策区域案について，県・市・町に提示

（取り纏めは県がするよう指示）

・提示を踏まえて，県の考え方を決定

（県防護対策区域案の決定）

・大洗町及び鉾田市に県防護対策区域案の提示

・大洗町及び鉾田市から回答

・県が大洗町及び鉾田市の意向を踏まえ OFC に

回答

TV 会議（防護対策区域案の情報共有） （図上）

② 住民避難計画案の検討

OFC 県

TV 会議（防護対策区域案の情報共有） （図上）

・住民避難計画案の検討開始 ・住民避難計画案の検討開始

・OFC 住民避難計画案の決定

・住民避難計画案について，県・市・町に確認

（取り纏めは県がするよう指示）

・県住民避難計画案の決定

・大洗町及び鉾田市に住民避難計画案の確認

・大洗町及び鉾田市から回答

・県が大洗町及び鉾田市の意向も踏まえて OFC に

回答

TV 会議（住民避難計画案の情報共有） （図上）



ウ 機動班派遣訓練

本部事務局の機動班を各避難所や住民避難ルー トへ派遣し，各避難所等における状

況等の情報を収集し，県災害対策本部へ報告する。

(2) 市町災害対策本部設置運営訓練

関係市町において，各市町の地域防災計画に基づく災害対策本部の設置運営訓練を行う。



３ 茨城県原子力オフサイトセンター 運営訓練実施要領

１ 目的

原子力災害対策特別措置法に定める緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター ）の

運営訓練を実施し，オフサイトセンター ，県及び関係市町との連携を図った防護対策の検討

等，運用体制の確認を行なう。

２ 訓練場所

茨城県原子力オフサイトセンター

３ 参加機関

原子力安全委員会，文部科学省，茨城原子力安全管理事務所，経済産業省原子力安

全・保安院，東海・大洗原子力保安検査官事務所，関東経済産業局関東東北産業保安監督

部，消防庁，海上保安庁茨城海上保安部，水戸地方気象台，陸上自衛隊施設学校，独立行

政法人日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研修センター ，独立行政法人放射線

医学総合研究所，独立行政法人原子力安全基盤機構，財団法人原子力安全技術センター ，

茨城県，茨城県環境放射線監視センター ，茨城県警察本部，大洗町，鉾田市，ひたちなか

市，水戸市，茨城町，独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター ，

計 23 機関 約 120 名

４ 訓練内容

(1) 要員派遣訓練

原子力災害時の対応訓練の一環として，関係機関は，訓練時の事故通報に応じ茨城県

原子力オフサイトセンター に予め指定された要員を派遣する。

(2) 防災関係機関連絡調整訓練

オフサイトセンター 機能班は，緊急事態応急対策について県及び市町が設置した災害

対策本部，並びに防災関係機関と相互に連絡調整を行なう。

(3) 情報伝達訓練

各連絡員は，各機関が設置した災害対策本部との間で情報伝達及び緊急事態応急対

策に係る連絡調整を行なう。

(4) 現地事故対策連絡会議運営訓練（原災法第 10 条後）

国，県，関係市町が事故情報を共有し，具体的な連絡調整を行いながら防護対策につ

いて検討するため，現地事故対策連絡会議を開催する。

(5) 合同対策協議会運営訓練（原災法第 15 条後）

ア 緊急事態応急対応方針決定会議運営訓練

国，県，関係市町が，最重要事項（避難対策等）等について調整するため，原子力災

害対策合同協議会緊急事態対応方針決定会議を行なう。

イ 全体会議運営訓練

国，県，関係市町，専門家，原子力事業者等が原子力緊急事態に関する情報を共有

し，それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力して検討・協議するた

め，合同対策協議会全体会議を開催する。



ウ 機能班運営訓練

合同対策協議会を運営する事務局として機能班を組織する。国，県，関係市町，専門

家，事業者等から構成される機能班各班（総括班，広報班，プラント班，放射線班，住民

安全班，医療班，運営支援班）は，防災対策上必要な情報の収集・整理・分析，防護対

策措置の検討等を行い，県及び関係市町が設置した災害対策本部及び原子力緊急時

支援・研修センター と連携を図りつつ，各種応急対策の検討や合同対策協議会の運営

に係る訓練を行なう。（OFC と県・市・町災害対策本部との連携は，２ 災害対策本部設

置・運営訓練実施要領 ４（１）イ参照）

（原災法第 10 条後：現地事故対策連絡会議）

第 1 回現地事故対策連絡会議 9:05～9:15 ・事故情報の共有

第 2 回現地事故対策連絡会議 図上 ・防護対策区域案の情報共有

第 3 回現地事故対策連絡会議 10:40～10:45 ・住民避難計画案の情報共有

（原災法第 15 条後：合同対策協議会）

第 1 回全体会議 11:05～11:15
・政府対策本部長権限の一部を政府

現地対策本部長に委任

第 1 回方針決定会議 11:15～11:20 ・防護対策の決定

第 2 回全体会議 11:25～11:35 ・住民避難の指示

第 3 回全体会議 図上 ・住民避難完了の確認

第 2 回方針決定会議 図上 ・原子力緊急事態宣言の解除

第 4 回全体会議 13:20～13:30
・原子力緊急事態宣言の解除

・事後対策本部への移行



４ 緊急時モニタリング訓練実施要領

１ 目的

緊急モニタリングセンターを環境放射線監視センターに設置し，関係協力機関及び原子力事業

者と連携して，緊急時における，応急対策の実施に必要な放射能の測定調査，放射能影響の予

測・評価を行い，県災害対策本部やＯＦＣ合同対策協議会などへ，これらの情報を提供する。

２ 訓練場所

(1) 茨城県原子力オフサイトセンター

(2) 茨城県庁

(3) 茨城県環境放射線監視センター

(4) 原子力関係事業所

(5) 発災想定事業所の近隣市町

３ 参加機関

文部科学省水戸原子力事務所，気象庁水戸地方気象台，海上保安庁茨城海上保安部，陸上自

衛隊第1飛行隊，独立行政法人日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研修センター，同東

海研究開発センター原子力科学研究所，同東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所，同

大洗研究開発センター，同那珂核融合研究所，日本原子力発電株式会社東海発電所・東海第二

発電所，住友金属鉱山株式会社エネルギー・触媒・建材事業部技術センター，株式会社ジェー・シ

ー・オー東海事業所，三菱原子燃料(株)，ニュークリア・デベロップメント株式会社，原子燃料工業株

式会社東海事業所，独立行政法人放射線医学総合研究所放射線防護研究センター那珂湊支所，

国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻，積水メディカル株式会社薬物動態研究

所，財団法人核物質管理センター東海保障措置センター，三菱マテリアル株式会社エネルギー事

業センター那珂エネルギー開発研究所，国立大学法人東北大学金属材料研究所附属量子エネル

ギー材料科学国際研究センター，日本核燃料開発株式会社，日揮株式会社技術研究所，財団法

人原子力安全技術センター，ひたちなか市消防本部，茨城県，茨城県環境放射線監視センター

計 27 機関 約110名

４ 訓練内容

(1) 緊急モニタリングセンターの設置・運営訓練

ア 緊急モニタリングセンターの立ち上げ訓練

イ 原子力緊急時支援・研修センターの支援を受けたモニタリング計画の策定，実施

ウ 各モニタリング班によるモニタリング計画，現地情報の確認

エ モニタリング結果の評価・解析，SPEEDI予測結果評価による防護対策に係る情報提供



(2) 関係機関のモニタリング班による現地活動・通信連絡訓練（参考資料5～8参照）

ア 固定測定局監視(81局)

イ 環境試料測定調査（県，水戸原子力事務所，原子力科学研究所，核燃料サイクル工学研究

所，原電）

・ 大気中ヨウ素・ダスト：大洗研究開発センター周辺（図上を含む）

・ 葉 菜：大洗町成田地内，鉾田市田崎地内（図上を含む）

・ 飲料水：大洗浄水場（大洗町）

・ 原 乳：図上

ウ 陸上，空中，海洋サーベイの実施

・ 陸上サーベイ：県，水戸原子力事務所，原子力科学研究所，核燃料サイクル工学研究所，

原電 （他14事業所は，各事業所敷地境界のサーベイを実施）

・ 空中サーベイ：12:40頃 オフサイトセンター離陸

実施者；陸上自衛隊 第一飛行隊 原電

・ 海洋サーベイ：12:40頃 大洗港出港

実施者；海上保安庁 茨城海上保安部 原子力科学研究所

エ 可搬型モニタリングポストの設置，データ通信

・ 設置箇所： 大洗町；大洗町立南中学校体育館

鉾田市；鉾田市旭スポーツセンター体育館

オ モニタリング班の汚染検査，除染

(3) 緊急事態解除宣言後の避難住民家屋のサーベイ

避難住民からの依頼により，避難住民帰宅時の安心のために県環境放射線監視センターにお

いて，避難住民家屋（仮想住宅：松川集落センター）のサーベイを実施する。







５ 住民広報活動訓練実施要領

１ 目的

関係市町，防災関係機関と連携し，原子力災害時に住民に対する情報提供を迅速かつ確

実に実施する。

２ 訓練場所

(1) 茨城県庁

(2) 茨城県原子力オフサイトセンター

(3) 大洗町及び鉾田市

(4) 大洗町立南中学校

(5) 鉾田市旭スポー ツセンター

３ 参加機関

茨城県，茨城県警察本部，大洗町，鉾田市，鉾田市消防団，陸上自衛隊施設学校，独立

行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター ，独立行政法人日本原子力研究

開発機構原子力緊急時支援・研修センター ，東日本電信電話株式会社茨城支店，株式会社

エヌ・ティ・ティ・ドコモ茨城支店

計 10 機関 約 70 名

４ 訓練内容

(1) 報道機関への報道要請等

ア 報道機関への情報提供訓練

・ 県庁行政棟５階庁議室において，知事記者会見を行う。（図上）

・ オフサイトセンター にプレスルー ムを設置（原子力緊急時支援・研修センター 研修棟

1F）し，プレス発表を行う。（11:40 分頃）

イ 放送要請訓練（図上）

・ 放送要請協定及び報道要請協定に基づき，県災害対策本部から報道機関に対し

放送要請・報道要請を行う。

(2) 地域住民への情報提供

ア ヘリコプター ，広報車及び防災行政無線による広報訓練

・ 県において，県警ヘリコプター を活用した広報訓練を行う。

・ 関係市町において，広報車や防災行政無線を活用した広報を行う。

また，関係市町は，広報文と広報結果について，県災害対策本部に連絡する。

第 1 回目 原災法第 10 条事象発生時 8:50～8:55 防災行政無線

第 2 回目 原災法第 15 条事象発生時 10:50～10:55 防災行政無線

第 3 回目 住民避難開始時 11:30～11:35 防災行政無線，広報車，県警ヘリ

第 4 回目 緊急事態解除時 13:30～13:35 防災行政無線



イ 避難所における情報提供

・ 事故の状況等の必要な情報について随時提供を行う。

・ 関係機関と連携し，避難所において防災教室の開催及び災害新聞の配布等を行

う。

(3) 特殊車両の展示訓練

陸上自衛隊や原子力緊急時支援・研修センター において，除染車や移動式全身カウ

ンタ車等特殊車両を避難所に展示し，緊急時の活動内容の啓発を行う。

(4) ホー ムペー ジを活用した広報訓練

県において，インター ネットのホー ムペー ジを活用した広報を行う。

(5) 住民問い合わせに対する対応訓練

県において，原子力緊急時支援・研修センター と連携し，電話による住民からの事故情

報，放射線による人体への影響などの問い合わせに対応する。



６ 住民避難訓練，自家用車避難訓練実施要領

１ 目的

関係機関が協力して，住民避難訓練を実施し，原子力災害時における住民避難の円滑な誘導を図る

とともに，原子力災害時にとるべき行動や留意点等について住民に体験してもらうことにより，原子力防災

に関する知識の普及と意識の向上を図る。

また，迅速かつ安全な住民避難として自家用車避難を実施する。

２ 訓練場所

(1) 大洗町立南中学校

(2) 鉾田市旭スポー ツセンター

３ 参加機関

大洗町，鉾田市，独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター ，日本核燃料開発

株式会社，日揮株式会社，国立大学法人東北大学金属材料研究所附属量子エネルギー 材料科学国

際研究センター ，大洗町立南中学校，茨城県警察本部，水戸警察署，鉾田警察署，鉾田市消防団，茨

城県

計 12 機関 約 400 名

(内一般住民 118 名)

４ 訓練内容

(1) 搬送車両による避難

防護対策区域内の住民を一時集合場所からバスを活用して的確かつ速やかに避難所に避難させ

る。

(2) 自家用車避難

ア 災害時要援護者による自家用車避難

防護対策区域内の災害時要援護者を地域ボランティアや近隣者等の支援のもと自家用車を活用

して避難させる。

イ 防護対策区域内事業所従業員による自家用車避難

防護対策区域内の事業所の従業員を自家用車を活用して，避難所まで避難させる。

ウ 発災事業所従業員による自家用車避難

発災事業所従業員を自家用車を活用して，避難所まで避難させる。



５ 避難計画概要

(1) 搬送車輌による避難

ア 大洗町

対 象 者： 松川地区住民 24 人（バス 2 台）

（松川集落センター 付近住民 11 人，松川児童公園付近住民 13 人）

避 難 先： 大洗町立南中学校

ル ー ト： 参考資料 9 参照

○ 松川集落センター 付近住民； 松川集落センター → 町道 8-3048 号 → 大洗友部線

→ 夏海十文字 → 町道 8-3013 号 →大洗町立南中学校

○ 松川児童公園付近住民 ； 松川児童公園 → 町道 8-3048 → 大洗・友部線 →

→ 夏海十文字 → 町道 8-3013→大洗町立南中学校

避難時間： １１：３０ バス避難開始

１１：４５頃 大洗町立南中学校駐車場着

避難形態： パトカー 先導

イ 鉾田市

対 象 者：上釜地区住民 10 人（バス 1 台），下太田地区 20 人（バス 1 台）

避 難 先：鉾田市旭スポー ツセンター

ル ー ト：参考資料 10 参照

○ 上釜地区住民 ； 上釜農村集落センター → メロンロー ド →

下太田鉾田線 → 鉾田市旭スポー ツセンター

○ 下太田地区住民 ； 涸沼観光センター → 下太田鉾田線 →

鉾田市旭スポー ツセンター

避難時間： １１：３０ バス避難開始

１１：４５頃 鉾田市旭スポー ツセンター 駐車場着

避難形態： パトカー 先導



(2) 自家用車避難

ア 災害時要援護者による自家用車避難

① 大洗町

対 象 者： 松川地区住民 9 人（3 台，3 人/台） 矢場地区住民 21 人（7 台，3 人/台）

※ 災害時要援護者避難（車椅子）を想定 （支援者 2 人/要援護者 1 人）

避 難 先： 大洗町立南中学校

ル ー ト： 参考資料 11 参照

○ 松川地区住民 ； 松川集落センター （仮想住宅） → 町道 8-3048 号

→ 大洗・友部線 → 夏海十文字 →町道 8-3013 号

→ 大洗町立南中学校

○ 矢場地区住民 ； JA 大洗出荷所（仮想住宅） → 町道 8-3021 号 →

町道 8-3013 号 → 大洗町立南中学校

災害時要援護者想定

・ 要援護者は，自宅を模擬した集落センター 等（仮想住宅）で待機

・ 支援者は，要援護者の避難支援のため，自家用車で仮想住宅へ

・ 要援護者を車に乗せ，仮想住宅から大洗町立南中学校へ避難実施

避難時間： １１：３５ 住民広報（防災行政無線，広報車）

１１：３５～１１：４５頃 仮想住宅で要援護者避難支援

１１：４５頃～ 仮想住宅出発

１２：００頃 大洗町立南中学校駐車場着

避難形態： パトカー 先導

② 鉾田市

対 象 者：下太田地区住民 15 人（5 台，3 人/台）

※ 災害時要援護者避難（車椅子等）を想定（支援者 2 人/要援護者 1 人）

避 難 先：鉾田市旭スポー ツセンター

ル ー ト：参考資料 12 参照

○ 下太田地区住民 ； 下太田生活改善センター （仮想住宅） → 下太田鉾田線

→鉾田市旭スポー ツセンター

災害時要援護者想定

・ 要援護者は，自宅を模擬した下太田生活改善センター （仮想住宅）で待機

・ 支援者は，要援護者の避難支援のため，自家用車で仮想住宅へ

・ 要援護者を車に乗せ，仮想住宅から鉾田市旭スポー ツセンター へ避難実施

避難時間： １１：３５ 住民広報（防災行政無線，広報車）

１１：３５～１１：４５頃 下太田生活完全センター で要援護者支援

１１：４５頃～ 仮想住宅出発

１２：００頃 鉾田市旭スポー ツセンター 駐車場着

避難形態： パトカー 先導



イ 防護対策区域内事業所従業員による自家用車避難

対 象 者： 日本核燃料開発 5 人（5 台），日揮 3 人（3 台），東北大 2 人（2 台） 合計 10 人（10 台）

避 難 先： 大洗町立南中学校

ル ー ト： 参考資料 13 参照

・ 日本核燃料，日揮 ； 各事業所 → 町道 8-3021 号 → 町道 8-3013 号 →

大洗町立南中学校

・ 東北大 ； 東北大学 → 町道 8-3021 号 → 町道 8-3013 号 →

大洗町立南中学校

避難想定

・ 各訓練参加者は，各々の職場で待機

・ 構内放送後，駐車場へ移動

・ 自家用車で避難開始

避難時間： １１：４５ 構内放送

１１：５０ 避難開始

１２：２０ 大洗町立南中学校前駐車場着

避難形態：パトカー 先導

ウ 発災事業所従業員による自家用車避難

対 象 者：原子力機構 約 190 人（190 台）

避 難 先：大洗町立南中学校 約 90 人（90 台），鉾田市旭スポー ツセンター 約 100 人（100 台）

ル ー ト：参考資料 14 参照

・ 原子力機構（北地区） ； 原子力機構 → 町道 8-3021 号 → 町道 8-3013 号 →

大洗町立南中学校

・ 原子力機構（南地区） ； 原子力機構 → メロンロー ド → 下太田鉾田線 →

鉾田市旭スポー ツセンター

避難想定

・ 各訓練参加者は，各々の職場で待機

・ 構内放送後，駐車場へ移動

・ 自家用車で避難開始

避難時間： １１：４５ 構内放送

１１：５０ 避難開始

１２：２０ 大洗町立南中学校前駐車場着，鉾田市旭スポー ツセンター 駐車場着

避難形態：パトカー 先導・後方



【参考】

対象地区/事業所 避難人数 避難車両
一時集合場所

仮想住宅
避難方法 避難所

11 人 1 台 松川集落センター

13 人 1 台 松川児童公園
バス

松川地区

9 人 3 台 松川集落センター

大
洗
町

矢場地区 21 人 7 台 JA 大洗出荷所
自家用車

大洗町立南中学校

上釜地区 10 人 1 台 上釜農村集落センター バス

20 人 1 台 涸沼観光センター バス
鉾
田
市下太田地区

15 人 5 台 下太田生活改善センター 自家用車

鉾田市旭スポー ツ

センター

約 90 人 約 90 台 大洗町立南中学校（独）日本原子力研

究開発機構大洗研

究開発センター 約 100 人 約 100 台
鉾田市旭スポー ツ

センター

日本核燃料開発(株) 5 人 5 台

日揮(株) 3 人 3 台

事
業
所

東北大学 2 人 2 台

自家用車

大洗町立南中学校

合計 約 308 人 約 219 台 （内自家用車 約 215 台）



７ 災害時要援護者避難訓練実施要領

１ 目的

原子力災害時における災害時要援護者を，自家用車を活用して避難所まで迅速かつ安全に避難さ

せるための支援対策等を確認する。

２ 訓練場所

(1) 大洗町立南中学校

(2) 鉾田市旭スポー ツセンター

３ 参加機関

大洗町，鉾田市，茨城県，茨城県警察本部，水戸警察署，鉾田警察署，大洗町立南中学校，鉾田市

消防団

計 8 機関 約 150 名

(内一般住民 約 45 名)

４ 訓練内容

防護対策区域内の歩行困難な高齢者等を避難させるため，地域ボランティアや近隣者の支援のもと

自家用車を活用して避難所へ避難させる。

５ 避難計画概要

(1) 大洗町（再掲）

対 象 者： 松川地区住民 9 人（3 台，3 人/台） 矢場地区住民 21 人（7 台，3 人/台）

※ 災害時要援護者避難（車椅子）を想定 （支援者 2 人/要援護者 1 人）

避 難 先： 大洗町立南中学校

ル ー ト： 参考資料 11 参照

○ 松川地区住民 ； 松川集落センター （仮想住宅） → 町道 8-3048 号 →

大洗・友部線 → 夏海十文字 →町道 8-3013 号→

大洗町立南中学校

○ 矢場地区住民 ； JA 大洗出荷所（仮想住宅） → 町道 8-3021 号 →

町道 8-3013 号 → 大洗町立南中学校

災害時要援護者想定

・ 要援護者は，自宅を模擬した集落センター 等（仮想住宅）で待機

・ 支援者は，要援護者の避難支援のため，自家用車で仮想住宅へ

・ 要援護者を車に乗せ，仮想住宅から大洗町立南中学校へ避難実施



避難時間： １１：３５ 住民広報（防災行政無線，広報車）

１１：３５～１１：４５頃 仮想住宅で要援護者避難支援

１１：４５頃～ 仮想住宅出発

１２：００頃 大洗町立南中学校駐車場着

避難形態： パトカー 先導

(2) 鉾田市（再掲）

対 象 者：下太田地区住民 15 人（5 台，3 人/台）

※ 災害時要援護者（車椅子等）を想定 （支援者 2 人/要援護者 1 人）

避 難 先：鉾田市旭スポー ツセンター

ル ー ト：参考資料 12 参照

○ 下太田地区住民 ； 下太田生活改善センター （仮想住宅） →下太田鉾田線 →

鉾田市旭スポー ツセンター

災害時要援護者想定

・ 要援護者は，自宅を模擬した下太田生活改善センター （仮想住宅）で待機

・ 支援者は，要援護者の避難支援のため，自家用車で仮想住宅へ

・ 要援護者を車に乗せ，仮想住宅から鉾田市旭スポー ツセンター へ避難実施

避難時間： １１：３５ 住民広報（防災行政無線，広報車）

１１：３５～１１：４５頃 下太田生活完全センター で要援護者支援

１１：４５頃～ 仮想住宅出発

１２：００頃 鉾田市旭スポー ツセンター 駐車場着

避難形態：パトカー 先導

【参考】

対象地区 仮想住宅
避 難

人 数

避 難

車 両
避難方法 避難所

松川地区 松川集落センター 9 人 3 台
大
洗
町

矢場地区 JA 大洗出荷所 21 人 7 台

大洗町立南中学校

鉾
田
市

下太田地区 下太田生活改善センター 15 人 5 台

自家用車

鉾田市旭スポー ツセンター

合計 45 人 15 台

※（災害時要援護者（想定）1 人及び支援者 2 人）/1 台



８ 緊急被ばく医療訓練実施要領

１ 目的

関係機関及が一体となった緊急被ばく医療等の訓練を実施し，緊急時における関係職員

等の迅速かつ適切な医療救護活動に係る技術の習得及び関係機関相互の連携体制の強化

を図るとともに，緊急被ばく医療等に対する県民の理解を図る。

２ 訓練場所

(1) 医療法人渡辺会大洗海岸病院

(2) 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター

(3) 県災害対策本部保健福祉部

(4) 茨城県原子力オフサイトセンター

(5) 大洗町立大洗南中学校

(6) 鉾田市旭スポー ツセンター

３ 参加機関

茨城県，医療法人渡辺会大洗海岸病院，独立行政法人国立病院機構水戸医療センター ，独

立行政法人放射線医学総合研究所，日本赤十字社茨城県支部，独立行政法人国立病院機構

霞ヶ浦医療センター ，社団法人茨城県医師会，社団法人看護協会，社団法人茨城県薬剤師

会，県立中央病院，県立こども病院，大洗町立南中学校，鉾田市旭北小学校，大洗町，鉾田

市，大洗町消防本部，独立行政法人日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研修センタ

ー ，同大洗研究開発センター ，同東海研究開発センター 原子力科学研究所，同東海研究開発

センター 核燃料サイクル工学研究所，同那珂核融合研究所

計 21 機関 約 300 名

４ 訓練内容

(1) 初期被ばく医療機関への搬送及び初期被ばく医療処置訓練

・ 医療機関：医療法人渡辺会 大洗海岸病院

・ 訓練想定時間：

訓練

時刻
11:20 11:35 11:45 11:45～12:20 12:20 12:30

負傷者

発生

機構大洗

出発

救急車

搬送

大洗海岸

病院到着

初期被ばく

医療処置

大洗海岸

病院出発

救急車

搬送

大洗町立南

中学校到着

(2) 二次被ばく医療機関への搬送及び二次被ばく医療処置訓練

・ 医療機関：独立行政法人国立病院機構 水戸医療センター

・ 訓練想定時間：

訓練

時刻
12:30 12:40 12:40～13:00

大洗町立南

中学校出発

防災ヘリ

搬送

水戸医療セ

ンター 到着

二次被ばく

医療処置



(3) 県緊急医療センター の設置・運営訓練

(4) 原子力災害合同対策協議会の機能班として設置される医療班の運営・連携訓練

(5) 救護所の設置運営訓練（参考資料 16,17 参照）

① 救護所の設置及び撤去の訓練

② 初期被ばく医療訓練

・ スクリー ニングチー ムによるスクリー ニング訓練

市町 地区/スクリー ニング体験対象校 スクリー ニング人数

松川地区 24 人（バス），9 人（自家用車）

矢場地区 21 人（自家用車）大洗町

大洗町立南中学校 ※ 約 50 人

約 104 人

上釜地区 10 人（バス）

下太田地区 20 人（バス），15 人（自家用車）

鉾田市

鉾田市立旭北小学校 ※ 約 30 人

約 75 人

合計 約 179 人

※ スクリー ニング体験のみ

・ 救護チー ムによる問診，救護等訓練

（６）安定ヨウ素剤調製・搬送訓練及び住民への普及啓発



【被ばく患者想定】

高速実験炉「常陽」の原子炉の冷却機能に関する異常において、管理区域内で関連する

機器の原因調査等を実施した作業員１名が負傷（傷口の汚染想定）したとの想定で緊急被

ばく医療訓練を実施。

項 目 作業員１名の負傷

発生時間 ９月３０日 １１時２０分頃

発生場所 「常陽」原子炉付属建家 廃液タンク室（A-106 室）

装 備 半面マスク、カバーオール等管理区域内通常装備

発生状況

廃ガス貯留モード切替失敗の原因調査のため、管理区域

内に入域した作業員１名が A-106 室において転倒し、左足

下腿部を廃液タンクに強打し負傷した。

症 状
転倒により切創し負傷

左足下腿部（約 10cm2）からの出血、激痛（骨折の疑い有）

部位 除染前 除染後

左足下腿部 10Bq/cm2 ＊

その他 ND -被ばく汚染状況

内部被ばくの可能性は低い

鼻スミヤ：検出されず

応急処置室での処置状況

・傷病者の状況確認

・・左足下腿部：負傷部のガーゼ、テープ等による止血及び

エアー副子による固定（＊出血がひどいため除染不可）

搬送先医療機関
・初期被ばく医療機関：大洗海岸病院

・二次被ばく医療機関：水戸医療センター

搬送時随行

放射線管理要員 1 名 看護師 1 名

・常陽→大洗海岸病院(救急車)

・大洗海岸病院(救急車)→大洗南中学校(防災ヘリコプター)

→水戸医療センター



訓練時刻
日本原子力研究開発機構

大洗研究開発センター
大洗町消防 大洗海岸病院 県対策本部、ＯＦＣ 県防災航空隊 水戸医療センター

8:30 ○原子炉自動停止

10:50 ○原災法第１５条該当事象発
生通報

11:20 ○常陽で作業員の汚染を伴う
負傷者１名発生

11:21 ○現場で切創部の除染ができ
ない

11:22 ○大洗町消防に救急車出動
要請
○大洗海岸病院に状況報告

○機構大洗から連絡受理
○現場指揮所と連携
○大洗海岸病院に負傷者の
受入れ打診

○大洗町消防から負傷者の
受入れ打診
○機構大洗から状況報告

11:23 ○県対策本部（緊急医療セン
ター）に状況報告

○機構大洗から報告受理
○ＯＦＣに情報提供

11:24 ○県対策本部緊急医療セン
ターに大洗海岸病院への受入
れ打診を連絡

○県対策本部緊急医療セン
ターから、緊急時に備え、患者
受入れ態勢の確保の依頼受
理

○大洗町消防から大洗海岸
病院への受入れ打診の連絡
を受理
○大洗海岸病院に、初期被ば
く医療実施を依頼
○二次被ばく医療機関に、汚
染を伴う負傷発生の連絡及び
緊急時に備え、患者受入れ態
勢の確保を依頼

○県対策本部緊急医療セン
ターから、緊急時に備え、患者
受入れ態勢の確保の依頼受
理

11:25 ○救急車が事業所に到着
○救急隊に傷病者の（身体汚
染状況記録による）状況説明
○県対策本部（緊急医療セン
ター）に経過報告
○救急車養生

○救急車が事業所に到着
○救急隊は、傷病者の（身体
汚染状況記録による）状況確
認

○大洗町消防から連絡受理
（負傷概況説明）
○受入決定

○機構大洗から報告受理
○ＯＦＣに経過報告

11:30 ○放管員（残存汚染測定要
員）を大洗海岸病院に派遣

11:35 ○傷病者を乗せ救急車出発
○放管員、看護師同行

○大洗海岸病院に傷病者搬
送（身体汚染状況記録引継
ぎ）
○機構大洗の放管員、看護師
同乗

11:45 ○大洗海岸病院に到着（身体
汚染状況記録引継ぎ）

○救急車到着
○負傷状況（身体汚染状況記
録）聞き取り
○初期被ばく医療処置実施

12:05 ○二次被ばく医療が必要と判
断
○二次被ばく医療機関への搬
送決定
○受入先を県対策本部（緊急
医療センター）へ要請

○大洗海岸病院から二次被
ばく医療機関受入調整受理
○ＯＦＣに状況報告

○県対策本部から傷病者の
受入依頼受理及び決定

12:07 ○水戸医療センターに受入依
頼及び受入決定受理

12:13 ○水戸医療センターへのヘリ
による搬送及び大洗町消防に
よる搬送を県対策本部総務班
に依頼

○県対策本部総務班からヘリ
による大洗町立南中学校から
水戸医療センターまでの傷病
者搬送依頼受理及び決定

12:14 ○総務班から県防災ヘリによ
る搬送決定受理
○大洗町立南中学校から水
戸医療センターまで空路搬送
受諾確認

平成22年度茨城県原子力総合防災訓練 初期及び二次被ばく医療処置訓練フロー



訓練時刻
原子力機構

大洗研究開発センター
大洗町消防 大洗海岸病院 県対策本部、ＯＦＣ 県防災航空隊 水戸医療センター

12:15 ○県対策本部から大洗町立
南中学校ヘリポートへの搬送
依頼を受理
○消防本部は県防災航空隊
に連絡

○大洗町立南中学校ヘリポー
トへ傷病者搬送を大洗町消防
本部に連絡

12:20 ○大洗町立南中学校のヘリ
ポートへ救急車出発

○二次被ばく医療機関への傷
病者搬出

○OFCに経過報告

12:20 ○機構大洗の放管員（残存汚
染測定要員）及び大洗海岸病
院の職員が、医療スタッフ及
び初期被ばく医療機関施設の
汚染状況を測定

○機構大洗の放管員（残存汚
染測定要員）及び大洗海岸病
院の職員が、医療スタッフ及
び初期被ばく医療機関施設の
汚染状況を測定

12:25 ○大洗町立南中学校のヘリ
ポートまで患者搬送し引継ぎ
（身体汚染状況記録）

○大洗町消防救急隊から引
継ぎ（身体汚染状況記録）

12:30 ○機構大洗の放管員（残存汚
染測定要員）は、大洗海岸病
院において大洗消防の救急車
の汚染状況を測定

○救急車は大洗海岸病院に
戻り、機構大洗の放管員（残
存汚染測定要員）が救急車の
汚染状況を測定

○大洗町立南中学校ヘリポー
トから傷病者及び放管員を乗
せ出発

12:35 ○機構大洗は、大洗海岸病院
及び大洗町消防に結果を報
告し、大洗海岸病院からFAX
で医療機関及び救急車の測
定結果を県対策本部緊急医
療センターへ報告

○緊急医療センターは、放管
員の測定結果をオフサイトセ
ンターに送付
○オフサイトセンター医療班
は，緊急時支援・研修センター
に汚染検査の結果の評価を
依頼

12:40 ○水戸医療センターヘリポート
に到着
○水戸医療センターへ傷病者
引渡し（身体汚染状況記録）

○傷病者が放射線検査セン
ター到着（身体汚染状況記録）
○放管員から初期被ばく医療
機関からのカルテ引継ぎ
○二次被ばく医療処置実施

12:50

13:00 ○二次被ばく医療処置終了

○県本部緊急医療センターか
ら救急車の汚染検査の評価
結果連絡受理

○県本部緊急医療センターか
ら大洗海岸病院施設設備及
び医療従事者の汚染検査の
評価結果連絡受理

○緊急時支援・研修センター
の評価結果を、オフサイトセン
ターから県対策本部緊急医療
センターに連絡
○県対策本部緊急医療セン
ターは、大洗海岸病院及び大
洗町消防に施設、車両等の汚
染検査評価結果を連絡

13:15
～

13:25

13:20
～

13:30

平成22年度茨城県原子力総合防災訓練 初期及び二次被ばく医療処置訓練フロー



９ 避難所設置・運営訓練実施要領

１ 目的

原子力災害時の避難所の設営について，関係市町が連携して設営する訓練を実施すること

により，必要な手続き等について確認する。

２ 訓練場所

(1) 大洗町立南中学校

(2) 鉾田市旭スポー ツセンター

３ 参加機関

大洗町，鉾田市，鉾田市消防団，鉾田市消防団女性部，陸上自衛隊施設学校，独立行政

法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター ，独立行政法人日本原子力研究開発

機構緊急時支援・研修センター ，東日本電信電話株式会社茨城支店，エヌ・ティ・ティ・ドコモ

株式会社茨城支店，茨城県

計 10 機関 約 90 名

４ 訓練内容

(1) 設置

大洗町は大洗町立南中学校に避難所を，鉾田市は鉾田市旭スポー ツセンター に避難

所を設営し，必要な応急措置を実施

(2) 運営（参考資料 16,17 参照）

ア 住民の避難状況の把握

イ スクリー ニング後の避難住民の収容・保護及び運営管理

ウ 事故情報の提供

エ その他（非常食配布，炊き出し車等の展示，防災教室等）





１０ 交 通 規 制 ・警 戒 警 備 訓 練 実 施 要 領

１ 目 的

防 護 対 策 区 域 において，原 子 力 災 害 応 急 対 策 が円 滑 に行 われるようにするため，応

急 対 策 に従 事 する者 を除 き，当 該 区 域 への立 入 制 限 ，交 通 規 制 等 の 要 員 配 置 や広

報 活 動 訓 練 を実 施 する。

２ 訓 練 場 所

(1) 茨 城 県 原 子 力 オフサイトセンター

(2 ) 茨 城 県 警 察 本 部

(3) 海 上 保 安 庁 茨 城 海 上 保 安 部

３ 参 加 機 関

茨 城 県 警 察 本 部 ，水 戸 警 察 署 ，鉾 田 警 察 署 ，海 上 保 安 庁 茨 城 海 上 保 安 部

計 ４機 関 約 30 名

４ 訓 練 内 容

(1) 交 通 規 制 訓 練 （図 上 ）

ア 防 護 対 策 区 域 への立 入 禁 止 措 置 の一 環 として国 道 51 号 などの交 通 規 制 を実

施

イ 交 通 規 制 実 施 路 線 及 び迂 回 路 への要 員 の配 置 ・安 全 対 策 の実 施

(2) 防 護 対 策 区 域 を中 心 とした警 戒 警 備 訓 練 （図 上 ）

ア 陸 上 ：防 護 対 策 区 域 を中 心 として，警 戒 警 備 活 動 や広 報 活 動 を行 う。

イ 海 上 ：防 護 対 策 区 域 の海 上 から船 舶 による警 戒 警 備 活 動 や広 報 活 動 を行 う。
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１１ 自 衛 隊 災 害 派 遣 訓 練 実 施 要 領

１ 目 的

原 子 力 災 害 時 に関 係 機 関 と連 携 し，空 中 モニタリング支 援 など自 衛 隊 による災 害 派

遣 訓 練 を行 う。

２ 訓 練 場 所

(1) 茨 城 県 原 子 力 オフサイトセンター

(2) 茨 城 県 災 害 対 策 本 部

３ 参 加 機 関

陸 上 自 衛 隊 施 設 学 校 ，陸 上 自 衛 隊 第 一 飛 行 隊

計 2 機 関 約 30 名

４ 訓 練 内 容

(1) オフサイトセンター 等 への連 絡 員 の派 遣

オフサイトセンター 等 の開 設 とともに，陸 上 自 衛 隊 施 設 学 校 からオフサイトセンタ

ー 等 へ連 絡 員 を派 遣 し，合 同 対 策 協 議 会 等 の活 動 に参 画 する。

(2) 緊 急 時 モニタリング支 援

緊 急 時 モニタリングセンター 長 の求 めに応 じて，空 中 サー ベイを支 援 するため，ヘ

リコプター 等 航 空 機 を派 遣 する。

(3) 避難所における特殊車両の派遣

避 難 所 において，陸 上 自 衛 隊 の除 染 車 及 び炊 き出 し車 輌 等 の特 殊 車 両 を展 示

し，災害時の活動内容の啓発を行う。



１２ 防災業務関係者防護対策訓練実施要領

１ 目的

モニタリングの際の防災業務関係者の安全確保を図るため，防護資機材装着時の防護対

策等を行う訓練

２ 訓練場所

環境放射線監視センター

３ 参加機関

茨城県，文部科学省水戸原子力事務所，独立行政法人日本原子力研究開発機構原子力

緊急時支援・研修センター，茨城県海上保安部，陸上自衛隊，財団法人原子力安全技術セン

ター,茨城県環境放射線監視センター

計 ７機関 約 30 名

４ 訓練内容

(1) 防災業務関係者の防護対策訓練

緊急モニタリングセンター関係者は，災害応急対策に応じて必要な資機材を装着する。

(2) 防災業務関係者の被ばく管理訓練

緊急モニタリングセンター関係者に対して，必要な被ばく管理を行う。



１３ ナトリウム火災消火訓練実施要領

１ 目的

ナトリウム火災が発生したと想定し，事業所自衛消防隊及び地元消防本部(大洗・鹿行)が

連携した消火活動を実施する。

２ 訓練場所

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター
技術開発部ナトリウム処理室

３ 参加機関

独立行政法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター ，大洗町消防本部, 鹿行

広域事務組合消防本部

計 3 機関 約 30 名

４ 訓練内容

以下のカリキュラムにより，事業所と自治体消防本部とが連携したナトリウム消火活動を公開

する。

＜訓練カリキュラム＞

No. 訓練項目 訓練内容
実施

時間
備 考

1 ナトリウムの

基礎知識

パネル等を利用し，ナトリウムの

性質，特徴等を説明

約 20 分

2 ナトリウム燃

焼・消火訓練

・ナトリウム消火用耐熱服、空気

呼吸器を装着し，ナトリウム消火

剤噴霧器を使用して，燃焼してい

るナトリウムを消火

・ナトリウム燃焼火炎形態の観察

・ナトリウムエアロゾル発生状況

の観察

・消火訓練と並行して、他の組は

ナトリウム地金の表面観察等を

実施

約 40 分 １組目：大洗消

防本部員

２組目：鹿行消

防本部員＋自

衛消防隊員



（参考資料編）

参考資料 1 平成 22 年度茨城県原子力総合防災訓練 事故想定 43

参考資料 2 平成 22 年度茨城県原子力総合防災訓練フロー 44

参考資料 3 平成 22 年度茨城県原子力総合防災訓練時系列表 46

参考資料 4 SPEEDI 予測（第 2 報）計算結果 50

参考資料 5 緊急時モニタリング訓練-第一段階①モニタリング図 51

参考資料 6 緊急時モニタリング訓練-第一段階②モニタリング図 52

参考資料 7 緊急時モニタリング訓練-第一段階②モニタリング(空中サーベイ・海洋サーベイ)図 53
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参考資料 9 搬送車輌による避難ルート図（大洗町） 55

参考資料 10 搬送車輌による避難ルート図（鉾田市） 56
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参考資料 12 災害時要援護者による自家用車避難ルート図（鉾田市） 58
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参考資料 14 発災事業所従業員による自家用車避難ルート図 60

参考資料 15 身体汚染状況記録 61

参考資料 16 救護所･避難所（大洗町）大洗町立南中学校体育館レイアウト図 62
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13:00

緊急モニタリング

通 信 連 絡

本

部

会

議

等

事 故 事 象

実時刻経過時間 0:00

実

動

訓

練

住民広報（市 ・ 町）

大洗町

ナトリウム火災消火訓練

鉾田市

事業所

住 民 避 難 等

緊急被ばく医療

交 通 規 制

文 科 省
（E O C）

県原子力オフサイトセンター
（Ｏ Ｆ Ｃ）

茨 城 県
市・町

3:00

8:30 9:00
30 30

10:00

段 階 初動対応に係る訓練

参考資料２ 平 成 22 年 度 茨 城 県

訓 練 時 刻

訓

練

開

始

条
事
象
発
生

15ト
ラ
ブ
ル
発
生

条
事
象
発
生

10

原子炉
自動停止

自然循環冷却
に移行

第2報
（10条通報)

全冷却機能喪失

00～15

８～1３

県緊急モニタリングセンター 設置

初期モニタリング 第1段階モニタリング①

10条事象発生

県緊急医療センター 設

第1報
TEL･FAX

第1報
TEL

第3報 第4報

5～15
5～10

40～45

警戒本部設置（図

第1回現地事故
対策連絡会議

第3回現地事
故
対策連絡会議

第2回現地事故
対策連絡会議(図上)

次長OFC
へ先行
派遣（図上）

文科省警戒
本部設置
（図上）

災害対策
本部設置

山口副知事
OFCへ出発

第1回
災対本部会議

（
防
護
対
策
区
域
案
の
情
報
共
有

）
（
図
上

）

Ｔ
Ｖ
会
議

(

住
民
避
難
計
画
案
の
情
報
共
有

)
(

図
上

)

Ｔ
Ｖ
会
議

第3回災対本部会議
（図上）

0～10 35～45

第2回災対本部会議
（図上）

（
防
護
対
策
検
討
指
示

）

Ｔ
Ｖ
会
議



23:00

緊急事態解除に係る訓練

31:00

30
13:00

30

緊急事態応急対策の各種措置訓練

30

県 原 子 力 総 合 防 災 訓 練 フ ロ ー

22:00

11:00 12:00

15:00

全冷却機能喪失

原
子
力
緊
急
事
態
宣
言

文科大臣か
ら総理へ報
告（図上）

第1回方針
決定会議

（
住
民
避
難
状
況
報
告

）

T
V
会
議

（
図
上

）

T
V
会
議

（
原
子
力
緊
急
事
態
解
除

）

訓

練

終

了

ナトリウム火災消火訓練
場所：機構大洗ナトリウム処理室

モニタリング① 第1段階モニタリング②
（空中・海洋サー ベイ）

第2段階モニタリング

住民避難開始

負傷者発生

【大洗海岸病院】
・初期被ばく医療処置

・交通規制（図上）
・避難経路の交通誘導

住民避難開始 住民避難終了

スクリー ニング

（避難のみ）

【要援護者自家用車避難（一般住民）】
・鉾田市住民：5台（15人）

→鉾田市旭スポー ツセンター

【自家用車避難（事業所従業員）：約２００台】
・発災事業所

機構大洗：約90台（約90人） →大洗町立南中学校
：約100台（約100人）→鉾田市旭スポー ツセンター

・避難区域所在事業所
東北大（2台）・日揮（3台)・NFD（5台）：10台（10人）→大洗町立南中学校

機構大洗発 大洗海岸病院着 大洗海岸病院発 大洗町立南中学校発 水戸医療センター 着

第5報
（15条通報)

第6報 第7報 第8報 第9報 第11報 第12報 第13報 第14報

00～15 25～30 35～45

緊急事態解除

5～10

25～30

15～20

20～25

5～15 25～35 20～30

15～20

家屋サー ベイ

救急車搬送 救急車搬送 ヘリ搬送

【バス避難】
・大洗町住民（24人）

→大洗町立南中学

【バス避難】
・鉾田市住民（30人）

→鉾田市旭スポー ツセンター

【要援護者自家用車避難（一般住民）】
・大洗町住民：10台（30人）

→大洗町立南中学校 【スクリー ニング体験】
・大洗町立南中学校生徒（約50人）

【スクリー ニング体験】
・旭北小学校児童（約30人）

45

15条事象発生

第1回合同
対策協議会

15～30

第2回方針
決定会議
(図上)

回現地事

対策連絡会議

第2回合同
対策協議会

第4回合同
対策協議会

第3回合同対策
協議会(図上)

【水戸医療センター 】
・二次被ばく医療処置

スクリー ニング

スクリー ニング

スクリー ニング

燃料破損 廃ガス処理系の故障
→放射性物質の放出の恐れ 廃ガス処理系の復旧

炉心冷却機能の復旧

回災対本部会議 第4回
災対本部会議

第5回
災対本部会議

第7回
災対本部会議

第6回災対本部会議
（図上）

40～45

放
出
開
始

放
出
停
止
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（
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部
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へ
権
限
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委
任

）
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議

(

住
民
避
難
指
示

)



トラブル発生
外部電源喪失・原子炉自動停止

8:30

・主モー タからポニー モー タ(A系、B系とも）へ
の引継ぎに失敗し、1次主冷却系の強制循環
が停止
・1次補助電磁ポンプ起動 8:32 8:32 【第1報】通報連絡（TEL）

・外部電源喪失（原子炉自動停止）
8:32 【第1報】受話

・1次補助電磁ポンプの流量が不安定状態
（80％ ）
・特定事象へ進展の可能性あり

8:40 8:40 【第1報】通報連絡（TEL・FAX）
・外部電源喪失
・原子炉自動停止
※原災法第10条特定事象へ進展する可能性があり

8:40
8:40

【第1報】受信
原子力事故対策チー ム設置（図上）
文部科学省 科学技術・学術政策局次長をOFCへ先行派遣（図
上）

【原災法第10条特定事象発生】
・1次補助電磁ポンプ停止（電気系の故障）
・強制循環冷却から自然循環冷却に移行

8:40

8:50 8:50 【第2報】通報連絡＜原災法第10条特定事象発生通報＞
・強制循環による除熱に失敗し、自然循環による除熱に移行

8:50 【第2報】受信(原災法第10条特定事象発生通報）

8:55 官邸対策室設置（図上）
文部科学省原子力災害警戒本部設置（図上）
SPEEDI予測（第1報）計算依頼

9:00 9:00 SPEEDI予測（第1報）配信

9:05
9:08 9:08 TV会議

（事故情報の共有）
9:13 9:13 （防護対策の検討開始の指示）
9:15

9:20

9:23
9:25

OFC放射線班からSPEEDI（第2報）計算依頼を受ける（図上）
SPEEDI計算結果（第2報）をOFC放射線班に配信

9:40 9:40

10:00

10:00 TV会議（図上）
（防護対策区域案の情報共有）

10:05

10:15

・1次系流量の低下、集合体出口温度の上昇
を確認

10:30 10:30

10:35

10:35 TV会議（図上）
（住民避難計画案の情報共有）

10:40緊
急
事
態
応
急

対
策
の
各
種
措

置
訓
練

10:45

参考資料３ 平 成 22 年 度 茨 城 県 原
(独)日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター からの

通信連絡

東京

文部科学省（EOC）
段階 事故事象

訓練
時刻

初
動
対
応
に
係
る
訓
練

【第4報】通報連絡＜プラント状況の報告＞
・プラント運転状態報告
・放射線管理、環境状況の報告
※１次系流量のプラントデー タ推移にノイズ状の指示

【原災法第15条特定事象発生】
・１次主冷却系の逆止弁に不具合が発生
・自然循環冷却機能が阻害、全冷却機能喪失

【第3報】通報連絡＜プラント状況の報告＞
・プラント運転状態報告
・放射線管理、環境状況の報告



10:50 10:50 【第5報】通報連絡＜原災法15条特定事象発生通報＞
・自然循環冷却機能の阻害発生
・全冷却機能の喪失

10:50 【第5報】受信（原災法第15条特定事象発生）

10:55 SPEEDI予測(第3報）配信

・集合体出口温度が700℃に到達
(燃料破損発生)

10:55 文部科学大臣から総理へ報告、宣言発出・現地本部長への権限
委任の具申（図上）

11:00 11:00 原子力緊急事態宣言発出（図上）

11:00 政府原子力災害対策本部設置（図上）
文科省原子力災害対策本部設置（図上）

11:00 第1回原子力災害対策本部会議（図上）

11:05
・燃料破損発生の確認
・廃ガス貯留モー ドに手動切換失敗
・放射性物質放出の恐れあり

11:05

11:10

TV会議
（現地本部長へ権限一部委任）

11:15

11:20

11:22

11:25

11:35

11:35 防護対策決定の報告を受ける（図上）
11:40

11:45 11:45 【第8報】通報連絡
＜放射性物質による汚染を伴う作業員の初期被ばく医療機関へ
の搬送＞
・プラント運転状態報告
・放射線管理、環境状況の報告
・作業員搬送

12:10 12:10 【第9報】通報連絡＜プラント状況の報告＞
・プラント運転状態報告
・放射線管理、環境状況の報告
・被ばく患者、初期被ばく医療機関到着

12:20

・廃ガス処理系モニタ（GM-11）警報が発報 12:20

・廃ガス処理系モニタ（GM-13）警報が発報 12:25

12:30 12:30
12:35

12:40

・廃ガス処理系の復旧作業着手
・1次補助電磁ポンプの電源回路の修理着手

12:40

12:45

12:50 12:45 SPEEDI予測(第4報）配信（図上）
12:50 【第12報】通報連絡＜応急措置の開始報告＞

・廃ガス処理系の復旧作業着手
・1次補助電磁ポンプの電源回路の修理着手

12:55 SPEEDI予測(第5報）配信（図上）

・燃料集合体出口温度の低下を確認 13:00

13:03 SPEEDI予測（第6報）配信

13:05
13:10 13:10

13:15

13:20
13:20 第2回原子力災害対策本部会議（図上）

13:20 TV会議
（原子力緊急事態解除宣言発出）

13:25 13:25

13:30

13:40

緊
急
事
態
応
急
対
策
の
各
種
措
置
訓
練

文部科学省（EOC）

(独)日本原子力研究開発機構
大洗研究開発センター からの

通信連絡

東京

・廃ガス貯留モー ド切替失敗の原因調査のた
め作業員が現場に入域し、調査から戻る途中
で転倒し、創傷を伴う汚染

事故事象
訓練
時刻

11:15

11:30

緊
急
事
態
解
除
に
係
る
訓
練

・スタックモニタ（GM-1)指示値上昇し、排気筒
から放射性物質が環境中へ放出

・廃ガス処理系の復旧
・廃ガス貯留モー ドへ移行
・スタックモニタ（GM-1）の指示値低下
・放射性物質の外部への放出停止
・1次補助電磁ポンプの修理完了、起動
・炉心冷却機能の回復

【第10報】通報連絡＜放射性物質放出予告＞
・廃ガス処理系モニタ警報が発報され、放射性物質の放出される
恐れがより大きくなる

【第11報】通報連絡＜放射性物質の放出開始＞
・スタックモニタ（GM-1）指示値上昇
・廃ガス貯留モー ド切替の原因判明

【第14報】通報連絡＜復旧完了＞
・プラント運転状態報告
・放射線管理、環境状況報告

13:00 【第13報】通報連絡
＜放射性物質の放出停止、炉心冷却機能の回復＞
・プラント運転状態報告
・放射線管理、環境状況報告
・廃ガス処理系の復旧
・スタックモニタ（GM-1）の指示値低下
・1次補助電磁ポンプの電源回路の修理完了、起動

11:30

【第6報】通報連絡＜放射性物質放出の恐れ＞
・燃料破損の発生
・廃ガス貯留モー ドへの切換失敗
・放射性物質放出の恐れあり

通報連絡
・作業員の汚染を伴う怪我
・救急車出動要請
・初期被ばく医療要請

【第7報】通報連絡＜放射性物質による汚染を伴う作業員の怪我
発生＞
・放射線管理、環境状況の報告
・原因調査開始
・作業員の汚染を伴う怪我

大洗町消防本部
大洗海岸病院に連絡



訓練開始

8:32 【第1報】受話 8:32 【第1報】受話

8:40 【第1報】受信
OFC立ち上げ

8:40
8:40

8:40

【第1報】受信
県・市・町警戒本部設置（図上）
県副知事をOFCへ先行派遣
県災害対策本部事務局員参集（庁内放送）

8:45
8:45

県副知事到着
文部科学省 科学技術・学術政策局次長到着

8:50 【第2報】受信（原災法第10条特定事象発生通報） 8:50
8:50

【第2報】受信（原災法第10条特定事象発生通報）
県災害対策本部設置
市・町災害対策本部設置
県緊急モニタリングセンター 設置

8:55
8:55

班長会議（図上）
大洗町・鉾田市から住民広報結果連絡

9:00 SPEEDI予測(第1報）配信 9:00 SPEEDI予測（第1報）配信
9:00 第1回県災害対策本部会議

第1回市町災害対策本部会議（5市町）

9:05 第1回現地事故対策連絡会議
9:08 TV会議

（事故情報の共有）
9:08 TV会議

（事故情報の共有）
9:13 （防護対策の検討開始の指示受け） 9:13 （防護対策検討開始の指示受け）
9:15 9:15
9:15 政府派遣職員OFC到着

9:20 班長会議

9:20

9:22
9:23
9:25

9:25

防護対策検討用SPEEDI計算（第2報）の計算条件を放射線班とプラント班で協議
放射線班から県にSPEEDI（第2報）計算条件を連絡
EOC放射線班にSPEEDI（第2報）計算依頼（図上）
EOC放射線班からSPEEDI計算結果（第2報）をOFC放射線班が受信（図上）
OFC放射線班がSPEEDI計算結果（第2報）を県・市・町に配信連絡

9:20

9:22

9:25

9:40
9:45

OFC機能班責任者会議（第2回）
（防護対策区域案を自治体に確認指示）

9:45 OFC放射線班より県・市町災害対策本部に対し防護対策区域案を確認 9:45 OFC放射線班より防護対策区域案の確認連絡

9:47 OFC放射線班と県災害対策本部原子力対策班との連絡調整
OFC住民安全班と県災害対策本部原子力対策班との連絡調整

9:47 県災害対策本部原子力対策班がOFC放射線班と連絡調整
県災害対策本部原子力対策班がOFC住民安全班と連絡調整

9:48 班長会議（図上）
9:49
9:53

県から大洗町・鉾田市に防護対策案の確認
大洗町・鉾田市から防護対策区域案について連絡を受ける

9:55 班長会議
9:59 知事に報告（図上）

10:00 県からOFC放射線班に防護対策区域案の回答を受ける 10:00 県が市町の防護対策区域案を取り纏めてOFC放射線班に回答
10:00 班長会議（図上）

10:00 OFC機能班責任者会議（第3回）（図上）
（防護対策区域案の確認）

10:00 第2回県災害対策本部会議（図上）
第2回市町災害対策本部会議（図上）

10:00 TV会議（図上）
（防護対策区域案の情報共有）

10:00 TV会議（図上）
（防護対策区域案の情報共有）

10:00 第2回現地事故対策連絡会議（図上）
（自治体からの防護対策案了承）10:10 住民避難計画案の検討指示 10:10

10:10 班長会議（図上）
（住民避難計画案の検討）
県災害対策本部対策班（避難対策）からOFC住民安全班に対して住民避難計画案を
随時確認

10:15
10:20

OFC機能班責任者会議（第4回）
（住民避難計画案の確認指示）

10:20 OFC住民安全班から住民避難計画案の県・市町災害対策本部に対し住民避難計画案
を確認

10:20 OFC住民安全班より住民避難計画案の確認連絡

10:22 OFC住民安全班と県災害対策本部対策班との連絡調整 10:22 県災害対策本部対策班がOFC住民安全班と連絡調整
10:23 班長会議（図上）
10:24 県から大洗町・鉾田市に住民避難計画案の確認

10:28 大洗町・鉾田市から住民避難計画案について連絡を受ける
10:30 班長会議

10:34 知事に報告（図上）

10:35 県からOFC住民安全班に住民避難計画案の回答を受ける 10:35 県が市町の住民避難計画案を取り纏めてOFC住民安全班に回答
10:35 OFC機能班責任者会議（第5回）（図上） 10:35 班長会議（図上）

住民避難計画案の確認 10:35 第3回県原子力災害対策本部会議（図上）
第3回市町災害対策本部会議（図上）

10:35 TV会議（図上）
（住民避難計画案の情報共有）

10:35 TV会議（図上）
（住民避難計画案の情報共有）

10:40 第3回現地事故対策連絡会議

10:45 10:45
10:45 班長会議（図上）

子 力 総 合 防 災 訓 練 時 系 列 表
備考茨城県原子力オフサイトセンター （OFC)

政府現地本部、文科省現地本部関連事項

県庁、役場等

県訓練

OFC放射線班からSPEEDI（第2報）計算条件の連絡を受ける

OFC放射線班からSPEEDI計算結果（第2報）受信及び連絡を受ける

（防護対策区域案及び該当する地区の検討）
県災害対策本部原子力対策班から防護対策区域案についてOFC放射線班に随時確
認連絡

9:15
9:20

OFC機能班責任者会議（第1回）
（防護対策区域検討指示）

訓 練 開 始



10:50 【第5報】受信（原災法第15条特定事象発生） 10:50 【第5報】受信（原災法第15条特定事象発生）

10:50 第1回OFC責任者会議（図上）

10:55 SPEEDI予測(第3報）受信 10:55 SPEEDI予測(第3報）受信

11:00 原子力災害現地対策本部設置 11:00

11:05 第1回原子力災害合同対策協議会
11:05

11:10

TV会議 11:05

11:10

TV会議

11:15 全体会議（政府基本方針の周知徹底） 11:15

11:20 班長会議（図上）

11:25 第2回原子力災害合同対策協議会 11:25 第5回県災害対策本部会議
第5回市町災害対策本部会議

11:25

11:30

TV会議

現地本部長から知事・大洗町長・鉾田市長へ防護対策を指示

11:25

11:30

TV会議

政府現地対策本部長から防護対策の指示を受ける

11:30 住民避難開始

11:35 11:35 班長会議

11:35 防護対策決定の報告（図上） 11:35 大洗町・鉾田市から住民広報結果連絡
11:40 記者会見

12:20 第2回OFC責任者会議 12:20 住民避難完了

12:30 班長会議（図上）
12:35 第6回県災害対策本部会議（図上）

第6回市町災害対策本部会議(図上）

12:40 第3回原子力災害合同対策協議会

12:40 TV会議（図上）
（住民避難状況確認報告）

12:40 TV会議（図上）
（住民避難状況確認報告）

12:45 12:45

12:45 SPEEDI予測(第4報）受信（図上） 12:45 SPEEDI予測(第4報）受信（図上）
12:50 班長会議（図上）

12:55 SPEEDI予測(第5報）受信（図上） 12:55 SPEEDI予測(第5報）受信（図上）

13:03 SPEEDI予測（第6報）受信 13:03 SPEEDI予測（第6報）受信

13:05 第3回OFC責任者会議 13:05 班長会議

13:15 13:15 第7回県災害対策本部会議
第7回市町災害対策本部会議

13:20
13:20 第4回原子力災害合同対策協議会

13:20 13:20 TV会議

13:25 13:25

13:30 事後対策本部 13:30

13:35 班長会議（図上）
13:35 大洗町・鉾田市から住民広報結果連絡

備考

政府現地本部、文科省現地本部関連事項 県訓練

茨城県原子力オフサイトセンター （OFC) 県庁、役場等

11:30

第4回県災害対策本部会議
第4回市町災害対策本部会議

10:55
10:55

大洗町・鉾田市から住民広報結果連絡
班長会議（図上）

第1回方針決定会議
（防護対策の決定）

TV会議
・原子力災害合同対策協議会の解散
・事後対策本部への移行

11:15
11:20

第2回方針決定会議（図上）
（原子力緊急事態解除宣言の方針上申決定）

訓 練 終 了
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放マ様式Ⅱ-10-6

保存期間：5年

放 射 線 管 理 第 １ 課

身 体 汚 染 状 況 記 録

氏 名 所 属 会 社 名 発 生 日 時 発 生 場 所汚

染

者
○○ ○○ 高速炉２課 ＪＡＥＡ

２２年９月３０日

１１時２０分

原子炉付属建家

Ａ－１０６室

発

生

状

況

作業種別：□特殊放射線作業 □放射線作業 □管理区域内作業 ■その他（ ）

作業内容：廃ガス貯留モードに切替失敗の原因調査後、詳細報告のため原子炉付属建家Ａ－１０４室から

戻る途中のＡ－１０６室でつまずき、転倒し、左足下腿部を廃液タンクに強打し、負傷した。

汚染部位 左足下腿部 外傷の有無 有 ・ 無 測 定 者 三浦 嘉之

汚染面積 約１０ ｃｍ２ 外傷の部位 左足下腿部 有 ・ 無

汚

染

状

況核 種 ６０Ｃｏ 外傷の程度
切創（骨折の疑い

有）

測 定 依 頼
傷ﾓﾆﾀ,WBC,ﾊﾞｲｵｱｯｾｲ

除 染 方 法 及 び 除 染 剤 時 刻 測 定 値 (Bq) 対応者

発 見 時 ： α： βγ：

１ 回 目 ： α： βγ：

２ 回 目 ： α： βγ：

除

染

処

置３ 回 目 ： α： βγ：

除染者：

測定者：

試 料 名 負傷部位の直接サーベイ 試 料 名 鼻スミヤ

α ： Bq α ：＜７．４×１０-２ Bq

関

連

試

料

測 定 値
βγ： １．０×１０１ Bq/cm2

測 定 値
βγ：＜７．４×１０-１ Bq

α線 βγ線

測定日時 月 日 時 分 測定日時 ９月３０日 １１時２３分

測定器№ Ｂ Ｇ 値 cpm ※測定器№ ＧＭＬ－４０ Ｂ Ｇ 値 ６０cpm

測
定
条
件換算係数 Bq/cpm 汚染核種 換算係数 0.099 Bq/cpm 汚染核種 ６０Ｃｏ

汚

染

部

位

略

図

備

考

※ 測定器は、ＧＭ管式サーベイメータである。

課 長 Ｔ Ｌ

添付図茨城県原子力総合防災訓練

負傷部

参考資料15
茨城県原子力総合

H17年10月1日制定

防災訓練





参考資料17 救護所・避難所（鉾田市）-鉾田市旭スポー ツセンター 体育館レイアウト図

参観者・プレス流れ

救
護
所
本
部

救護所（管理区域）

一般住民避難者

除染テント

下足脱ぎ場

一
次
除
染

一般住民避難者流れ

事業所職員避難者流れ

救護所（非管理区域）

事務室

男子更衣室

会議室

玄 関

器具庫

湯沸室

ステージ

ポーチ

テラス

器具庫

ポンプ室

男子便所

シャワー室

シャワー室

女子便所

女子更衣室

障害者
便所

ホール

廊下

救
護

受付③

救
護

受付① 受付②

スクリーニ
ング①

スクリーニ
ング②

スクリーニ
ング③

問診① 問診② 問診③

10列

10列 10列

プレス
参観者

スペース

避難所スペース

事業所職員

一般住民

10列

一般住民
受 付

一般住民
受 付

プレス
参観者
受 付

事業所職員
受 付

展
示
ス
ペ
ー

ス

非常食
配布

非常食
配布

非常食配布非常食配布

管理区域

非管理区域




